
申請事業主の方へ

＜令和6年度＞65歳超雇用推進助成金の申請について

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

青森支部
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1. 65歳超雇用推進助成金の概要

65歳超雇用推進助成金は、厚生労働省が行う雇用政策の一

つとして、その支給業務全般を独立行政法人高齢・障害・求

職者雇用支援機構が行っています。

この助成金は定年等を引き上げて高齢者に長く働いてもら

いたい、賃金制度や健康管理制度を導入して高齢者が働きや

すい環境づくりがしたい、パートタイマー等を期間の定めの

ない契約に転換して高齢者に活躍してもらいたいといった事

業主の方々に活用いただけます。
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助成金支給までの流れ

機構本部都道府県支部

機構事業主

①事前相談

③補正依頼

受理
点検

審査

⑧振込

④申請書送付

⑤照会
⑥照会

②申請書提出

⑦支給／不支給決定通知

金融機関
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65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を

対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用

制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して一定額

（10～160万円）を助成します。

2. 65歳超継続雇用促進コースの内容
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支給金額

他社による継続雇用制度の導入

定年引上げ又は継続雇用制度引上げ

５歳未満 ５歳以上

１～３人 １５万円 ２０万円 ３０万円 ３０万円 ４０万円 １５万円 ３０万円

４～６人 ２０万円 ２５万円 ５０万円 ５０万円 ８０万円 ２５万円 ５０万円

７～９人 ２５万円 ３０万円 ８５万円 ８５万円 １２０万円 ４０万円 ８０万円

１０人以上 ３０万円 ３５万円 １０５万円 １０５万円 １６０万円 ６０万円 １００万円

７０歳以上へ
の継続雇用の
引上げ（注）

　　　　　　　措置内容

対象被保険者数

６５歳への
定年引上
げ

６６～６９歳への定年の引上げ ７０歳以上へ
の定年の引
上げ（注）

定年の定め
の廃止
（注）

６６～６９歳へ
の継続雇用
の引上げ

（注）旧定年年齢、旧継続雇用年齢、他の事業主におけ
る旧継続雇用年齢が７０歳未満の場合に支給します。

措置内容
６６～６９歳への継続雇
用の引上げ

７０歳以上への継続雇
用の引上げ（注）

支給上限額 １０万円 １５万円
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65歳超継続雇用促進コースの内容

 支給要件（主なもの）

① 定年の引上げ等の制度の実施

・旧定年年齢を上回る６５歳以上への定年引上げ（旧定年年齢が７０歳未満のものに限る）

・定年の定めの廃止（旧定年年齢が７０歳未満のものに限る）

・旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る希望者全員を対象とする６６歳以上の継続雇用制度の導入

（旧定年年齢及び継続雇用年齢が７０歳未満のものに限る）

・他社による継続雇用制度の導入（他社による継続雇用年齢が７０歳未満のものに限る）

② 就業規則の届出

改正前後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること

③ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇用安定法）の遵守

制度の実施日から起算して６か月前の日から支給申請日の前日までの間に法律の第８条、

第９条第１項の規則に則ったもの 7



65歳超継続雇用促進コースの内容
 支給要件（主なもの）

④ 経費の支出

専門家等に就業規則の改正を委託し、経費を支出していること

⑤ 対象被保険者がいること

・支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている

60歳以上の対象被保険者が１人以上いること

・改正前後の就業規則の適用者であること

・定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等の対象職種の者であること

⑥ 高年齢者雇用管理に関する措置の実施 等

高年齢者雇用等推進者の選任、高年齢者雇用管理措置を実施していること
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支給申請期間
◆６５歳超継続雇用促進コースの支給申請期間は下記のとおりです。

制度
実施月

申請期間
制度
実施月

申請期間

令和6年
４月

令和6年5月1日～15日／令和6年6月1日～17日
令和6年7月1日～16日／令和6年8月1日～15日

10月
令和6年11月1日～15日／令和6年12月1日～16日
令和7年1月1日～15日／令和7年2月1日～17日

５月
令和6年6月1日～17日／令和6年7月1日～16日
令和6年8月1日～15日／令和6年9月1日～17日

11月
令和6年12月1日～16日／令和7年1月1日～15日
令和7年2月1日～17日／令和7年3月1日～17日

６月
令和6年7月1日～16日／令和6年8月1日～15日
令和6年9月1日～17日／令和6年10月1日～15日

12月
令和7年1月1日～15日／令和7年2月1日～17日
令和7年3月1日～17日／令和7年4月1日～15日

７月
令和6年8月1日～15日／令和6年9月1日～17日
令和6年10月1日～15日／令和6年11月1日～15日

令和7年
１月

令和7年2月1日～17日／令和7年3月1日～17日
令和7年4月1日～15日／令和7年5月1日～15日

８月
令和6年9月1日～17日／令和6年10月1日～15日
令和6年11月1日～15日／令和6年12月1日～16日

２月
令和7年3月1日～17日／令和7年4月1日～15日
令和7年5月1日～15日／令和7年6月1日～16日

９月
令和6年10月1日～15日／令和6年11月1日～15日
令和6年12月1日～16日／令和7年1月1日～15日

３月
令和7年4月1日～15日／令和7年5月1日～15日
令和7年6月1日～16日／令和7年7月1日～15日

定年の引上げ等の制度の実施日が属する月の翌月から起算して４か月以内の各月月初から15日（15日が行政機関の休日（土曜日、日曜日及び国民の祝日
に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日）に当たる場合は翌開庁日）までに支給申請書に必要な書類を添えて、申請窓口に支給申請し
てください。

※制度の実施日が属する月（制度実施月）は支給申請期間には含まれません。 9



高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度の整備措置を実

施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。

・賃金・人事処遇制度の導入又は改善
・労働時間制度の導入又は改善
・在宅勤務制度の導入又は改善
・研修制度の導入又は改善
・高年齢者向けの専門職制度の導入又は改善
・健康管理制度の導入 等

3. 高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの内容

10



高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの内容

 支給要件（主なもの）

① 雇用管理整備計画書の提出、認定

計画の開始日の6か月前の日から３か月前の日までに計画書を提出し、その

認定を受けていること

② 高年齢者雇用管理整備の措置の実施

①で認定を受けた計画を実施期間内に実施していること

③ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年齢者雇用安定法）の遵守

計画書提出日から起算して６か月前の日から、支給申請日の前日までの間に

おける定年及び継続雇用制度が、法律第8条、第9条第1項の規則に則ったもの
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高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの内容

◆ 支給要件（主なもの）

④ 支給対象被保険者がいること

支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上

の雇用保険被保険者であって、講じられた措置により計画終了日の翌日か

ら６か月以上継続して雇用されている者が１人以上いること

⑤ 支給対象経費

雇用管理制度の導入等に必要な専門家等への委託費・コンサルタント

との相談に要した経費、措置の実施に伴い必要となる機器等の導入に要

した経費
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支給金額

支給対象経費（上限50万円）に60％（中小企業以外は45％）

を乗じた額を支給します。

※初回の支給対象経費については、当該措置の実施に50万円の費用を

要したものとみなします（2回目以降は50万円を上限とする実費）

区分 支給額

中小企業事業主 支給対象経費の60%

中小企業以外の事業主 支給対象経費の45%
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50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者（締結された契約期

間が通算５年以内の者）を転換制度に基づき無期雇用労働者に転

換させた事業主に対して、対象者数に応じて一定額を助成します。

4. 高年齢者無期雇用転換コースの内容
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高年齢者無期雇用転換コースの内容

例

55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳

就業規則に規定した転換制度に基づき、１年ごとに雇用契

約を更新してきた57歳の有期契約労働者を期間の定めのな

い雇用契約に変更した場合

更新 更新

有期契約 無期契約

期間の定めなし

定年

転換 15



高年齢者無期雇用転換コースの内容

 計画書の要件（主なもの）

① 無期雇用転換計画書の提出、認定

計画開始日の6か月前の日から３か月前の日までに計画書を提出し、その認定を

受けていること

② 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定している

こと

③ 高年齢者雇用管理措置を実施していること

④ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の遵守

無期雇用転換計画書提出日から起算して６か月前の日から、支給申請日の前日

までの間における定年及び継続雇用制度が、法律第8条、第9条第1項の規則に則

ったもの
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高年齢者無期雇用転換コースの内容

 支給要件（主なもの）

①無期雇用転換制度に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の

有期契約労働者を無期雇用労働者に転換していること

②無期雇用に転換した労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、

転換日以後6か月分の賃金を転換日以後12か月後の賃金支払日までに

支給していること

③転換した無期雇用労働者を65歳（定年年齢が６５歳を超える場合においては

当該年齢）以上まで雇用される見込みがあること

④当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日まで

の間に、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと 等
17



就業規則への記載事項

例 無期雇用転換制度を就業規則に規定する際に記載が必要

な事項

○条（無期雇用への転換）
締結された契約に係る期間が通算5年以内かつ勤続6か月以上で満50歳以上の有

期契約社員で、所属長が推薦し、本人が転換を希望する者については、面接及び筆
記試験を実施し、合格した者について無期雇用又は正規雇用へ転換することができ
る。
転換時期は、毎年４月１日及び１０月１日とする。

有期契約労働者として締結された
契約に係る期間が通算5年以内の者
が対象となる旨を明示すること

転換時期を明示すること
（「随時」は不可）
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支給金額

・対象労働者１人につき30万円

（中小企業事業主以外は23万円）

※支給上限として1支給申請年度1適用事業所あたり10人まで
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65歳超雇用推進助成金に関するご相談・申請等は青森支部の高

齢・障害者業務課へお問い合わせください。

所在地 〒030-0822 青森県青森市中央三丁目20番2号

ＴＥＬ 017-721-2125

5. 支給申請の手引きと申請様式など
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支給申請の手引き

申請にあたっては「支給申請の手引き」を活用してください。
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ホームページのご案内

各コースの申請様式や

支給申請の手引きは機構

ホームページからダウン

ロードできます。

高齢助成金 機構

https://www.jeed.go.jp/
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ご清聴ありがとうございました

助成金の受給には、一定の要件を満たす必要があります。
詳細な要件等につきましては、各助成金の「支給申請の
手引き」をご確認くださいますようお願いいたします。
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